
 

 

 

 

≪制 度 概 要≫ 

 再生可能エネルギーの利用の普及及び地球温暖化の防止に資するため、住宅用太陽光発

電システム（発電量２kW以上）、住宅用蓄電システム及び高効率給湯機器設備を同時設置

する経費の一部に対して補助金を交付するものです。 

  
≪対 象 者≫ 

〇宮津市内に住所のある方で、自らが居住する住宅に新たに市の定めた基準を満たす住

宅用太陽光発電システムを同時に新設した方又はそれらが設置されている建売住宅を

購入した方 

〇市町村税を滞納していない方 

※既に太陽光発電システムが設置されている場合は、補助の対象にはなりません。 

 

≪補 助 金≫ 

事 業 補助金額 

自家消費型（ＦＩＴ売電可）事業 
※太陽光・蓄電システム分のみ 

４月１日募集開始（先着順） 

太陽光システム：  １万円/ｋＷ 

蓄電システム  ： １万円/ｋＷｈ 

高効率給湯機器 ： 対象経費の１／２ 

 

 

（上限 ４万円） 

（上限 ５万円） 

（上限３０万円） 

 

＋１万円（定額） 

自家消費型（ＦＩＴ売電不可）事業 
       ※４月１５日募集開始（先着順） 

 

太陽光システム ： ４万円/ｋＷ 

蓄電システム   ： ４万円/ｋＷｈ 

高効率給湯機器※ ：対象経費の１／２ 

 

 

（上限 １６万円） 

（上限 ２４万円） 

（上限 ３０万円） 

 

＋２万円（定額） 

※太陽光システムと蓄電システムは同時設置することが必須 

（高効率給湯機器・コージェネレーションシステムは任意） 

 

≪申 請 手 続≫   

       工事完了 

         ↓ 

       電力受給契約 

６か月以内    ↓ 

       交付申請書の提出 

         ↓ 

       交付決定・額の確定 

         ↓ 

       請求書の提出 

         ↓ 

       補助金の支払 

               

≪申 請 受 付≫   

・自家消費型（ＦＩＴ売電不可）事業の補助を受けようとする方は、受付開始日以降に 

工事の契約締結及び着工をし、令和９年１月31日までに工事完了及び交付申請書を 

提出する必要があります。 

 

≪担 当 窓 口≫  市民環境部 市民環境課 環境衛生係 45-1617 

 

添付書類 

（１）住宅用太陽光発電システムの設置工事に係る契約書の写し及び設置

状況が確認できる写真（着工前及び工事完了後のもの） 

（２）電気事業者との電力受給契約内容を確認できる書類の写し 

（３）市長が別に定める基準に適合する太陽光発電システムであることを

確認できる書類 

（４）住宅用蓄電システムの設置工事に係る契約書の写し及び設置状況が

確認できる写真 

（５）設置した太陽光・蓄電システムの仕様が掲載されたカタログ 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 ※その他、各事業によって条件及び添付書類が異なります。 

詳細については担当窓口へお問い合わせください。 

※コージェネレーションシステムは上限８０万円 

※コージェネレーションシステムは上限８０万円 

令和８年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 


